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　男女共同参画社会の形成を図るためには、本計画の具体的施策に記載した、社会のあらゆる分野に

おける広範かつ多岐にわたる取組を、県、市町村、県民、事業者、民間団体がそれぞれの立場から主

体的に取り組んでいくとともに、互いに連携・協力しながら推進していくことが必要です。

１　総合的な推進体制及び機能の充実

　男女共同参画に関する施策を総合的・効果的に推進するため必要な推進体制及び機能の充実を図

り、計画的にその遂行を図ります。

（1）　施策を総合的に推進するため、全庁的な推進体制を充実します。

（2）　男女平等の視点を踏まえた施策展開を推進するための職員研修を充実します。

（3）　男女共同参画推進のための活動拠点として県女性センター機能を充実します。

（4）　性別による差別的取扱いや男女平等社会の形成を阻害する行為に対する相談の申出及び県の

施策に関する苦情の申出制度を周知します。

　

２　計画の進行管理と調査・情報収集

　計画が、目標の達成に向けて、有効かつ効率的に推進されるよう、計画の進行管理を実施し、公

表するとともに、調査や情報収集を行い、県民に提供します。

（1）　計画の進行管理を適切に実施し、公表します。

（2）　男女別等統計（ジェンダー統計）の充実に努めるとともに、調査や情報収集を行い、県民に

積極的に提供します。

３　市町村との連携

　県内各地で男女共同参画に関する取組が進むよう、情報提供を行うなど市町村との連携を図って

いきます。

（1）　市町村における推進体制の整備と計画の策定を促進します。

（2）　市町村支援を充実します。

４　県民、事業者、ＮＰＯ、ＮＧＯ等各種団体との連携・協働

　県内各地での男女共同参画への取組が行われるよう、県民や事業所、ＮＰＯ、ＮＧＯ等各種団体

の活動を支援するとともに、連携・協働を進めます。

（1）　県民等の取組を促進します。

（2）　県民や事業者、ＮＰＯ、ＮＧＯ等各種団体等のネットワークを形成します。

（3）　県民や事業者、ＮＰＯ、ＮＧＯ等各種団体等との連携・協働による啓発活動を実施します。
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